
ご契約にあたって［重要事項説明書］ 
 

電気事業法第 2 条の 13 の規定にもとづき、電気需給契約の締結にあたっての重要な事項を以下のとおり記載いたしますので、
内容に同意のうえお申込みいただきますようお願いいたします。 
本書に記載のない事項については、当社が別に定める「電気需給約款［低圧］」（以下、「約款等」といいます。）によります。 
なお、当該約款は当社ホームページ（https://aizu-energy.co.jp/）でご確認頂けます。 

 
１．小売電気事業者の名称等および小売電気事業者登録番号 
名 称 会津エナジー株式会社 
本 社 所 在 地 福島県喜多方市関柴町西勝字井戸尻 48 番地 1 
            TEL：0241-23-2500 
            FAX：0241-23-2555 
カスタマーセンター  福島県喜多方市字寺町南 5013 番地 2 
            TEL：0241-23-7737 
            FAX：0241-23-7740 
            Email：customer@aizu-energy.co.jp 
小売電気事業者登録番号 A0680 
 
２．ご使用開始のお申込み方法 
次の事項を明らかにして、①電力契約申込書（記入ご提出もしくは FAX）、②インターネットによる申込（書面不要）のいずれか

の方法によりお申込みいただけます。なお、軽易な内容のものについては、口頭もしくは電話等によるお申込みを受け付けること
があります。 
①契約種別・②供給電気方式・③需給地点・④需要場所（供給地点特定番号を含む） 
⑤供給電圧・⑥契約電流・⑦契約電力・⑧契約容量・⑨契約主開閉器 
⑩負荷設備・⑪発電設備・⑫業種・⑬用途・⑭使用開始希望日・⑮料金の支払方法 

 
３．供給の開始 
当社は、お客さまのお申込みを承諾した場合には、お客さまと協議のうえ需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経

たのち、すみやかに電気を供給いたします。 
ただし、天候・用地交渉・停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日までに電気を供給

できないことが明らかになった場合には、あらためてお客さまと協議のうえ、需給開始日を定めます。 
また、当社以外の者による電気の供給から当社による電気の供給に変更される場合で、当社以外の者との需給契約の廃止手続き

が完了されていないときには、需給開始日をあらためて協議いたします。 
 

４．供給電圧および周波数 
供給電圧および周波数は、一般送配電事業者（青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県および新潟県を供給区域とす

る一般送配電事業者に限ります。以下、「当該一般送配電事業者」といいます。）が定める託送供給等約款およびその他の供給条件
等（以下、「託送約款等」といいます。）に定めるところにより、供給電圧は標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルト、周波数は標準
周波数 50 ヘルツといたします。 
ただし、新潟県妙高市および糸魚川市の一部においては、当分の間、周波数は標準周波数 60 ヘルツといたします。 
なお、当社は原則として契約種別に応じて、適用する供給電気方式および供給電圧を電力需給約款等（以下、「需給約款等」とい

います。）に定めます。 

お申込内容 お申し込み方法 お申込み先 
①お引越し 
②アンペア変更 
③名義変更 
④お支払方法変更 
⑤新設もしくは増設等 
 ※お客さま設備の変更を伴う 

お申込み 

電話 

会津エナジー株式会社 カスタマーセンター 
【電話番号】0241-23-7737 
【受付時間】平日 9:30～17:30 
      ※年末年始・夏季休業日除く 

インターネット 
会津エナジー株式会社 ホームページ 
【URL】https://aizu-energy.co.jp 

※お問い合わせフォームよりお申込み下さい 



 
５．契約電流、契約電力および契約容量の決定方法 
契約電流、契約電力または契約容量は、お客さまが適用を受ける需給約款等の定めにもとづき、原則として次のいずれかにより

決定いたします。 
（１）契約電流により定める場合 

10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアまたは 60 アンペアの中から、当社が 
契約種別に応じて需給約款等で指定するもののうちいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。 
また、当該一般送配電事業者は、契約電流に応じて電流制限器その他の適当な装置または電流を制限する計量器を取り付 
けいたします。 

（２）最大需要電力（記録型計量器により計量される 30 分ごとの使用電力量を２倍した値の最大値）により定める場合、その 
１月の最大需要電力と前 11 月の各月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。 

（３）契約主開閉器の定格電流により定める場合 
契約主開閉器の定格電流にもとづき需給約款等に定める算定方法により算定した値といたします。 
 

６．電気料金の算定方法 
月々の電気料金は、契約種別ごとに需給約款等に定めるとおりといたします。 
契約種別ごとの基本料金（基本使用料金）および電力量料金の単価、燃料費調整単価ならびに再生可能エネルギー発電促進賦課

金単価は、ご契約完了後、当社ポータルサイトにてご確認頂けます。 
電気料金の算定期間は、託送約款等に定める検針期間に準ずるものとされている期間といたします。 
ただし、需給契約の開始または廃止により、使用期間が１月に満たない場合、日割計算をいたします。 
（１）基本料金（基本使用料金） 

契約種別と契約電流、契約電力または契約容量によって１月単位に決められた料金です。 
（２）電力量料金 

契約種別ごとの単価に使用電力量を乗じて算定いたします。 
なお、「燃料費調整額※」を加算または差し引いて算定いたします。 

    ※原油・ＬＮＧ・石炭の価格変動を料金に反映させるため、燃料価格の変動に応じて一定の基準により電気料金を自動的 
に調整するしくみを「燃料費調整制度」といい、本制度に基づき燃料費調整単価に使用電力量を乗じて算定いたします。 

（３）再生可能エネルギー発電促進賦課金 
経済産業大臣が定める「再生可能エネルギー発電促進賦課金単価」に使用電力量を乗じて算定いたします。 
 

７．延滞利息 
お客さまが電気料金の支払期日を経過して、なお再請求においても支払われない場合は、支払期日の翌日から支払いの日までの

期間の日数に応じて、年 10％（閏年の日を含む期間についても 365 日あたりの割合とし、1 日あたり 0.0274%といたします。）の
延滞利息を申し受けます。 
ただし、お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法によるお支払い方法を選択した場合で、

当社の都合により、料金の再請求の支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされた場合は、その限りではござい
ません。 
また、需給契約の消滅または解約した場合は、消滅日または解約日においてお客さまが支払期日を経過してなお支払われていな

い料金について、支払期日の翌日から消滅日または解約日までの期間の日数に応じた延滞利息を申し受けます。 
ただし、消滅日または解約日が支払期日の翌日から起算して 10 日以内にである場合は、この限りではありません。 
 

８．使用電力量の計量および算定 
使用電力量は、当該一般送配電事業者が原則として記録型計量器により 30 分単位で計量するものとし、料金の算定期間における

使用電力量は、30 分ごとの使用電力量を料金の算定期間において合計した値といたします。 
ただし、記録型計量器以外の計量器により計量する場合は、使用電力量の計量は電力量計の読みによるものとし、料金の算定期

間における使用電力量は、検針日における電力量計の読みと前回の検針日における電力量計の読みの差引きにより算定いたします。 
なお、計量器の故障等によって、当該一般送配電事業者が使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使

用電力量は、託送約款等の定めるところにより、お客さまと当社との協議によって定めます。 
当社は、当該一般送配電事業者から受領した検針の結果を原則として電磁的方法（インターネットを利用する方法をいいます。）

により、お客さまにお知らせいたします。 
ただし、お客さまが希望される場合で当社が認めたときは、書面によりお知らせすることがあります。 



 
９．工事費等の負担 
需給契約の開始、変更、その他お客さまの希望による供給設備等の施設、変更により工事費等の負担が発生する場合は、原則と

して工事着手前に工事費等を申し受けます。 
 

10．電気料金等の減免措置 
当社が、自然災害等にともない電気料金等の支払期日の延伸もしくは減免措置を講じる場合、その旨を当社ホームページ等に掲

出しお客さまにお知らせいたします。 
 
11．電気料金等の支払方法 
電気料金については毎月、工事費等についてはそのつど、当社の指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。 
なお、電気料金については口座振替もしくはクレジットカードいずれかの支払方法をお客さまにお選びいただきます。 
また、お支払い状況に関しましては、ご契約完了後、当社ポータルサイトにてご確認頂けます。 

 
12．書面発行手数料 
（１）お客さまが次のいずれかに該当する場合には、原則として書面発行手数料を申し受けます。 

書面発行手数料の単価は、以下の通りです。 
利用明細書発行手数料：1 契約 1 料金算定期間につき 165 円 00 銭／1 通 
領収書発行手数料  ：1 契約 1 料金算定期間につき 440 円 00 銭／1 通 

（２）書面発行手数料は、電気料金とあわせてお支払いいただきます。 
 
13．契約期間 
契約期間は、料金適用開始の日が属する年度の末日までといたします。 
契約期間の満了に先立って、お客さまと当社の双方が契約内容の変更もしくは解約の申し入れを行なわない場合には、需給契約

は契約期間満了後も１年ごとに同一条件で継続されるものといたします。 
 
14．需要場所への立入りによる業務の実施 
当社または当該一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせ

ていただくことがあります。 
この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。 
・当該一般送配電事業者の供給設備等の設計、施工、改修または検査およびお客さまの電気工作物の検査等 
・計量器の検針または計量値の確認 
・需給契約の廃止または解約等により必要な処置 

 
15．需給契約の変更・廃止 
お客さまが契約内容の変更を希望される場合は、２（ご使用開始のお申込み方法）に準じてお申込みいただきます。 
また、需給契約の廃止を希望される場合は、あらかじめその廃止期日を定め、当社に通知していただきます。 

 
16．解約等 
（１）お客さまが次のいずれかに該当する場合には，当社は需給契約を解約することがあります。 

なお、この場合にはその旨をあらかじめお客さまにお知らせいたします。 
イ お客さまが料金を再請求の支払期日を経過してもなお支払われない場合。 
ロ お客さまが他の需給契約（既に消滅しているものを含みます。）の料金を再請求の支払期日を経過してなお支払われ 

ない場合。 
ハ この需給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務（延滞利息、工事費負担金等相当額、その他この 

需給約款から生ずる金銭債務をいいます。）を支払われない場合。 
ニ 契約された用途以外の用途に電気を使用され、当社がその旨を警告しても改めない場合。 
ホ 契約使用期間を定める契約種別の場合で、契約使用期間以外の期間に電気を使用され、当社がその旨を警告しても 

改めないとき。 
へ お客さまがその他この需給約款に反した場合で、当社がその旨を警告しても改めないとき。 

（２）お客さまが次のいずれかに該当し、当該一般送配電事業者の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合 



には、当社は需給契約を解約することがあります。 
なお、この場合にはその旨をあらかじめお客さまにお知らせいたします。 
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合。 
ロ 電気工作物の改変等によって、不正に当該一般送配電事業者の電線路を使用または電気を使用された場合。 
ハ 動力契約種別の場合で、変圧器、発電設備等を介して電灯または小型機器を使用された場合。 
ニ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合。 
ホ 託送約款等に反して、当該一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合。 

（３）お客さまが需給契約の廃止の通知をされないで需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、 
当該一般送配電事業者が需給を終了させるための措置を行なった日に需給契約は消滅するものといたします。 

 
17．需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算 
お客さまが、契約電流、契約電力または契約容量を新たに設定し、または増加された日以降１年に満たないで電気の使用を廃止

しようとし、または契約電流、契約電力もしくは契約容量を減少しようとされる場合で、当該一般送配電事業者が託送約款等にも
とづき料金および工事費の精算を行なうことが明らかとなったときは、料金および工事費をお客さまに精算していただきます。 
 
18．設備の賠償 
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物等を損傷し、または亡失したことに

より、当社が当該一般送配電事業者から賠償の請求を受けた場合は、その賠償に要する金額およびその金額の支払いに要する費用
をお客さまに支払っていただきます。 

 
19．信用情報の共有、信用情報の共有 
お客さまが、約款等によって支払いを要することとなった料金その他の債務について、当社の定める期日を経過してなお支払わ

れない場合等には、当社はお客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を他の小売電気事業者へ通知することがあります。 
 
20．保安等および調査に対するお客さまの協力 
（１）次のいずれかに該当する場合には、お客さまからすみやかにその旨を当該一般送配電事業者に通知していただきます。 

イ 引込、計量器等その発電場所内および需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、 
または異常もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合 

ロ お客さまの電気工作物に異常もしくは故障があり、または異常もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当該一般 
送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合 

（２）お客さまが、当該一般送配電事業者の供給設備を使用しないことが明らかな場合で、当該一般送配電事業者が保安上必要 
と認めるときは、その期間について当該一般送配電事業者は、（１）に準じて適当な処置をいたします。 

（３）お客さまが電気工作物の変更の工事を行なった場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当該一般送配電 
事業者または登録調査機関に通知していただきます。 

 
21．お問合せ先 
お問合せ方法 お問い合わせ先 
電話 会津エナジー株式会社 カスタマーセンター 

【電話番号】0241-23-7737 
【受付時間】平日 9:30～17:30 
      ※年末年始・夏季休業日除く 

インターネット 会津エナジー株式会社 ホームページ 
【URL】https://aizu-energy.co.jp 

※お問い合わせフォームよりお申込み下さい 
 
 


